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▼
日
時　

６
月
30
日
㈭
午
前
10
時
～
正
午　

▼
場
所　

Ｖ
Ｉ
Ｖ
Ａ
ぎ
ょ
う
だ
学
習
室　

▼
講
師　

渡
辺
幸
子
さ
ん　

▼
対
象　

市
内
の
未
就
園
児
と
そ
の
保
護
者

▼
定
員　

親
子
25
組
（
先
着
順
）　

▼
参
加
費　

無
料　

▼
持
ち
物　

の
り
、
飲
み
物

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

６
月
16
日
㈭

　

～
29
日
㈬
に
直
接
ま
た
は
電
話
で
Ｖ
Ｉ
Ｖ

Ａ
ぎ
ょ
う
だ
☎
５
５
６―

９
３
０
１

　

７
月
24
日
㈰
に
ア
ナ
ロ
グ
放
送
は
停
止
さ

れ
ま
す
。
総
務
省
テ
レ
ビ
受
信
者
支
援
セ
ン

タ
ー
（
デ
ジ
サ
ポ
）
で
は
、
地
上
デ
ジ
タ
ル

放
送
や
そ
の
準
備
に
つ
い
て
分
か
ら
な
い
方

を
対
象
に
臨
時
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

▼
日
時　

①
６
月
15
日
㈬
～
８
月
26
日
㈮
午

前
９
時
30
分
～
午
後
４
時
（
水
・
土
・
日

曜
日
を
除
く
）
※
６
月
15
日
㈬
、
７
月
27

日
㈬
は
実
施
予
定　

②
７
月
３
日
～
31
日

の
毎
週
日
曜
日
（
全
５
回
）
午
前
９
時
30

分
～
午
後
４
時

▼
場
所　

①
市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー　

②
中
央
公

民
館
１
階
談
話
コ
ー
ナ
ー
（「
み
ら
い
」内
）

▼
費
用　

無
料

▼
そ
の
他　

予
約
不
要

▼
問
い
合
わ
せ　

デ
ジ
サ
ポ
埼
玉
☎
０
４
８

―

６
１
０―

８
０
８
０

「
親
子
で
楽
し
く
！
リ
ズ
ム

　

  

体
操
＆
か
ん
た
ん
工
作
」

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
臨
時

   

相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す

ご活用ください
地域活性化活動補助制度

　地域の活性化や地域コミュニティの再生につながる
ような地域の自発的な取り組みに対し、補助金を交付
します。元気で魅力あるまちづくりを進めるため、ぜ
ひ、ご活用ください。

▶対象事業　市内の特定の地域または市内全域を対象
として、地域の活性化、地域コミュニティの再生な
どにつながる、新たな事業や既存の活動を拡充する
事業で、市民の皆さんの自発的な参加によって行わ
れる公益性のある事業とします。

　　ただし、次のような事業は補助対象となりません。
・市の他の補助金の交付を受けている事業または補

助対象となる事業
・他の団体を補助する事業
・政治、宗教または営利を目的とする事業
・その他、補助することが適当でないと認められる事業

▶対象者団体　５人以上の構成員を有する民間団体
（法人格の有無は問いません）

▶補助金額　予算の範囲内において１,000円以上
10万円以内

▶補助率　補助金交付対象経費の10分の10以内。
ただし、次のような経費は補助金の交付対象となり
ません。
・団体の経常的な運営維持管理費
・団体の構成員（会員）に対する人件費、謝礼、交通費
・飲食費（事業の実施に当たり、必要と認められるも

のを除く）
・備品購入費（事業の実施に当たり、必要と認められ

るものを除く）
・その他、補助することが適当でないと認められる経費

▶申請方法　生活課で配布する申請書に必要事項を記
入のうえ、添付書類と共に同課へ提出してください。

▶補助金交付団体の決定　行田市地域活性化推進委員
会による審査結果に基づき決定し、すべての団体に
通知します。

▶問い合わせ　同課市民活動担当（内線251）

　わが国の伝統文化を将来にわたって継承し、子供たちが豊
かな人間性をはぐくむことを目的として、自主的な取り組み
を立ち上げ、定着を図っている団体に対して支援を行います。

▶対象事業
・わが国の伝統文化のうち、子どもが体験、修得すること

が適切と認められるもの（例：民族芸能、民謡・民踊、
和太鼓、邦楽、詩吟、箏曲、日本舞踊、茶道、華道、書
道、囲碁、将棋など）

・市内在住の小・中学生を対象に、市内の公共施設におい
て年10回以上継続的かつ計画的に実施するもの

▶対象団体　市内に活動の拠点を有し、次の要件をすべて満
たす組織および団体

　・伝統文化に関する事業の実施経験を有する者を代表者と
していること

　・定款、寄附行為に類する規約などを有すること
　・団体の意思を決定し、執行する組織が確立していること
　・自ら経理し、監査する会計組織を有すること
　・市内に活動の本拠となる事務所などを有すること
　・特定の政治、宗教活動および営利的行為に関するもので

ないこと
▶補 助 金
・補助対象経費（謝金、借料、教材用具費など）の２分の１

以内で20万円を限度とします。
・平成23年度から25年度を実施期間とし、事業採択は単

年度となります。
▶そ の 他　
・申請受け付け後、採否にかかわらず連絡します。
・長期間にわたって継続的に支援するものではありません。

▶申し込み　ひとつくり支援課で配布している申請書類に必
要事項を記入のうえ、６月30日（木）までに直接同課に提出
してください。

▶問い合わせ　
　同課生涯学習担当☎556－8319

伝統文化こども教室事業を
開始します


